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高度医療評価会議 開催要綱

1 目的

高度医療評価制度の創設 に伴い、薬事法の承認等が得 られていない医薬

品 。医療機器の使用を伴 う先進的な医療技術について、一定の要件の下に行

われ るものについては高度医療 として認 められることとなったことから、本

評価会議において、高度医療 に係 る要件の適合性の評価・確認を行 うことを

目的 とする。

2 検討事項

(1)高度医療に係 る申請のあった医療機関の評価

(2)高度医療に係 る申請のあつた医療技術の評価

(3)高度医療の実施状況の確認等

(4)その他

3.評価会議の構成等

(1)評価会議は、各分野に係 る有識者により構成す る。

(2)評価会議は、構成員の うち 1人 を座長 として選出す る。

(3)評価会議の座長は、必要に応 じ、検討に必要な有識者等の参加者を求め

ることができる。

4 運営等

(1)評価会議は、知的財産 。個人情報等に係 る事項を除き、原則公開す ると

ともに、議事録を作成 し、公表する。 この他、運営に関する事項は、別

に定める運営要項によるものとする。

(2)評価会議は、医政局長が主催 し、その庶務は医政局研究開発振興課にお

いて行 う。必要に応 じて、医薬食品局及び保険局の協力を得る。

等



高度医療評価会議 構成員名簿

◎

○

氏 名 役  職

いいめよ  kき お

飯沼 雅朗 日本医師会 常任理事

い と う  すみのぶ

伊藤 澄信 国立病院機構本部 医療部 研究課長

か わ ■   つよし

金子 剛 国立成育医療センター 形成外科 医長

かわかみ   こ う じ

川上 浩司 京都大学大学院医学研究科薬剤疫学 教授

さ と う  0う tヽ ちろう

佐藤 雄一郎 神戸学院大学 法学部 准教授

き る た   た が お

猿田 享男 慶應義塾大学 名誉教授

し ば た    た ろ う

柴田 大朗
国立がんセンター

薬事安全管理室長

がん対策情報センター

せきばら  た け お

関原 健夫 CDIメ ディカル 顧問

た ,'み   じゅん じ

田上 順次 東京医科歯科大学 歯学部長

たけう |・   ■さひろ

竹内 正弘 北里大学 薬学部臨床統計部門 教授

た し ま

田島 」断 さわやか法律事務所 弁護士

,じ わ ら  や す ひ ろ

藤原 康弘 国立がんセンター中央病院 臨床試験。治療開発部長

|ユ つ た   ともみつ

堀田 知光 国立病院機構 名古屋医療センター 院長

む らかみ  よさよ じ

村上 雅義 先端医療振興財団 常務理事/企画室長

や まくち  としはる

山口 俊日青 癌研究会有明病院 外科部長兼院長補佐

や まもと

山本 」庸 国立循環器病センター 臨床研究開発部 室長

◎ 座長  ○ 座長代理



高度医療評価会議 技術委員名簿

氏  名 役 職

いいしよ  よさら、み

飯島 正文 昭和大学病院 皮膚科 教授

いっしき  たがあき

一色 高明 帝京大学医学部附属病院 循環器科 教授

お が わ

/1ヽり||
』
郁 慶応義塾大学病院 耳鼻咽喉科学教室 教授

l・  ち    み つ I・

越智 光夫 広島大学病院 整形外科 教授

か と う  た つ お

加藤 達夫 国立成育医療センター 総長

さ か い  のぶゆき

坂井 信幸 神戸市立中央市民病院 脳神経外科 部長

さわ  よ し き

澤 芳樹 大阪大学医学部附属病院 心臓血管呼吸器外科 教授

たかは し  ま さ よ

高橋 政代 理化学研究所ネ申戸研究所 網膜再生医療研究チームリーダー

た な い・  け
^′

いち

田中 憲一 新潟大学医歯学総合病院 産婦人科 教授

た に が わ ら  ゆ うすけ

谷川原 祐介 慶應義塾大学大学院医学研究科生理系専攻薬剤学 教授

で ぐ ち  のぶひろ

出口 修宏 東松山医師会病院 院長 口埼玉医科大学名誉教授

に しわか   く す き

西岡 久寿樹 聖マ リアンナ医科大学 難病治療研究センター長

|ま ん だ   ひろし

本田 浩 九州大学病院 臨床放射線科 教授

まつや よ  あきふみ

松山 晃文
(財)先端医療振興財団 先端医療センター研究所

膵島肝臓再生研究グループ グループリーダー
みや ざわ  ゆきひ さ

宮澤 幸久 帝京大学医学部附属病院 中央検査部 臨床病理学 教授



資料 1-1

第 7国会議にて継続審議評価を受けた技術の再評価結果

整理

番号
高度医療名 適応症

承認
状況

医薬品・医療機器情報
実施又は

調整医療機関

審査担当構成員

総 評
主担当 副担当 目1担 当

技術
委員

008
重症虚血性心疾患に対する

低出力体外衝撃波治療法
重症虚血性心疾患

未承認
医療機器

体外衝撃波治療装置
(製品名 :Modulith SLC)
ス トルツメディカルジャパン株式会社

東北大学病院 山本 猿 田 田島
条件付
き適



資料 1-2-1

評価委員  主担当 :山本

高度医療 再評価表 (番号 008 )

副担当 :猿田     副担当 :田 島

【倫理的観点からの評価】評価者 :田島

高度医療の名称 重症虚血性心疾患に対する低出力体外衝撃波治療法

申請医療機関の名称 東北大学病院

医療技術の概要 薬物抵抗性の重症虚血性心疾患患者 (カ テーテルインター
ベンションや冠動脈バイパス術の非適応患者)に対 して、心

筋の虚血領域に体外より低出力衝撃波を照射することによ
り、心筋血流の改善・症状の改善を期待する治療。

【実施体制の評価】 評価者 :猿田

1 実施責任医師等の体制 適 不適

2.実施医療機関の体制 不適

3 医療技術の有用性等 不適

コメン ト欄 :(「 不適」とした場合には必ず記載 ください。)

実施条件欄 :(修正すれば適としてよいものは、その内容を記載 ください。)

4.同意に係る手続き、同意文書 適  ・ 不適

5、 補償内容 国 ・ 不適
コメン ト欄 :(「 不適」とした場合には必ず記載 ください。)

O ⑩の倫理審査委員会に関する説明が抜けている。

○ 患者相談等の対応整備が十分でない。

(患者相談等の対応が整備されているか、についても記載下さい。)

実施条件欄 :(修正すれば適としてよいものは、その内容を記載ください。)

O ①の倫理審査委員会に関する説明を記入する。

O 患者相談等の対応窓口として、担当医の連絡先のみならず、事務局の窓口も設

置 して記入する。



資料 1-2-2
【プロトコールの評価】 評価者 :山本

6.期待される適応症、効能及び効果 適 不 適

7 予測される安全性情報 不適

8 被験者の適格基準及び選定方法 適  ・ 1不適

9.治療計画の内容 不適

10 有効性及び安全性の評価方法 不 適

11 モニタリング体制及び実施方法 不適

12 被験者等に対 して重大な事態が生 じた場合の対処方法 不適

13 試験に係る記録の取扱い及び管理・保存方法 適  ・ 1不適

14 患者負担の内容 不適

15 起こりうる利害の衝突及び研究者等の関連組織との関

わり
国 ・ 不適

16 個人情報保護の方法 E 不適

コメン ト欄 :(「不適」とした場合には必ず記載ください。)

・ 対照群をおかない single arm trialデ ザインであり、主要及び副次評価項目

は治療前の状態と治療後 3ヶ 月日以降の状態の比較とされている。本デザイン

及び評価項目については妥当と考える。しかし、症例数設定は以前に実施され

た 15例の試験における治療群と対照群との差を基に計算されており、本試験

における効果判定とは異なる推定方法である。本試験の場合、治療前の状態に

おけるニ トログリセリン使用量の信頼区間をベースに症例数を設定すべきで

はないか。(そ の結果、症例数が減少すれば非常に望ましい)

0 本試験は、これから新たに始められるもののため、今までの経験症例数を本試

験に追加 して解析することは望ましくない。従つて、実施症例数は、症例数設

定の人数とすべきである。

・ 症例報告書に、主要評価項目であるニ トログリセリン使用量、副次評価項目で

あるCCSク ラススコアを記載する箇所が見あたらない。また、身体所見の中

の「その他の所見」や 6分間歩行の中の「その他の症状」が具体的にどのよう

な内容を指すのかが漠然としているなど、データが適切に収集できない可能性

がある。少なくとも主要および副次評価項目に関わるデータについては適切に

収集できるよう改訂の必要性がある。

・ 有害事象発生報告に使用する様式を作成すること。

実施条件欄 :(修正すれば適としてよいものは、その内容を記載 ください。)

上記の指摘を修正すること。



資料 1-2-3

【総評】(主担当の先生が御記載ください。)

総合評価 適 継続審議 不適

予定症例数 130例 予定試験期間 15年間

実施条件 :(修正すれば適となる場合は、修正内容を記載ください。)

上記で指摘された内容を修正すること。

コ メ 卜欄 (不適とした場合は、その理由を必ず記載 ください。)

前回の指摘に対しておおむねよく改訂されている。症例数設定については、統計家

とよく相談 していただきたい。症例報告書については、データ収集に関わる重要な

点であり、本試験が 5年間という長期にわたって実施されるため、データ収集に不

備がでないためにも、研究開始前に十分整えて頂きたい。



資料 2-1

新規申請技術の評価結果

整理

番号
高度医療名 適応症

承認

状況
医薬品 。医療機器情報

実施又は

調整医療機関

審査担当構成員

総評
主担当 副担当 副担当

技術

委員

022
胃癌に対する胃切除術後
の抗悪性腫瘍剤の腹腔内

反復投与法

腹膜転移高 リスク進行
胃癌 (Stage I1/111の
大型 3型・ 4型胃癌お
よび肉眼型を問わず腹
腔内洗浄細胞診陽性の

胃癌)および腹膜転移
を有す る進行胃癌

適応外
医薬品

パクリタキセル

(製品名 :タ キソール注射液 )

ブ リス トル・マイヤーズ株式会社

名古屋大学医
学部附属病院

竹 内 山 口 佐藤 適

10



資料 2-2-1

高度医療 評価表 (番号 022)

評価委員  主担当 :竹内

副担当 :山 口   副担当 :佐藤

【実施体制の評価】 評価者 :山 口

【倫理的観点からの評価】評価者 :■藤

高度医療の名称 胃癌に対する胃切除術後の抗悪性腫瘍剤の腹腔内反復投与法

申請医療機関の名称 名古屋大学医学部付属病院長

医療技術の概要 少量の腹膜転移を有するか、腹膜転移再発のリスクが高い胃

癌患者を対象とする。化学療法未施行の段階でD2郭清を伴

う根治的胃切除に準 じた手術を行い (た だ し、胃全摘術にな

る場合に牌摘の省略は容認する。また、実際に腹膜転移を有

する場合は姑息切除でも可とする)、 同手術中に抗癌剤の腹

腔内投与のためのリザーバーを挿入する。手術当日に腹腔内

投与を行うほか、その2週間後か ら週1回のペースで 3回投与

して1回休む治療を2コ ース、すなわち総計7回の腹腔内投与を

行う。抗癌斉1と してはpaclitaxelを 使用し、米国で卵巣癌患

者に毎週1回投与する際に採用された用量により投与する。所

定の回数の投与が終了した後は、原則としてリザーバーを摘

出の上、標準的な全身化学療法に移行する。

1.実施責任医師等の体制 不適

2.実施医療機関の体制 不適

3.医療技術の有用性等 適 不適

コメント欄 :(「不適」とした場合には必ず記載ください。)

実施条件欄 :(修正すれば適 としてよいものは、その内容を記載 ください。)

4 同意に係る手続き、同意文書 不適

5.補償内容 不適

コメン ト欄 :(「不適」とした場合には必ず記載 ください。)

日本件が日常診療であると誤解されないように留意されたい。

・予想される利益については、患者個人の承l益 と、それがもたらす (将来世代への )

一般的な利益とは、分けて記載すべき。

・タキソールの一般的な副作用、また、本件で予想される副作用の種類と頻度とは

記載すべき。その他、 リザーバ留置に伴 うリスク (計画書には 2.52で記載あり)、



資料 2-2-2

ティーエスワン服用の遅れ (申請書 3.3.1)も 説明が必要であろう。

・利益相反について、どのような利益相反があり得るか、わか りにくい。

・患者相談について、「費用その他に関すること」となつていて、それ以外 (「 その

他」に読み込むのかもしれないが)を どこに相談 したらいいかわか りに くいので、

この例示は削除すべきか。

(患者相談等の対応が整備されているか、についても記載下さい。)

実施条件欄 :(修正すれば適 としてよいものは、その内容を記載 ください。)

以上の点が改善されれば、適 としてよいと判断 します。

→事務局よ り修正が依頼され、適切に修正されたので 4 同意に係る手続き同意文

書についても「適」とする。

【プロ トコールの評価】 評価者 :竹内

6 期待される適応症、効能及び効果 不適

フ 予測される安全性情報 不適

8.被験者の適格基準及び選定方法 不適

9.治療計画の内容 不適

10 有効性及び安全性の評価方法 不適

11 モニタリング体制及び実施方法 不適

12 被験者等に対して重大な事態が生 じた場合の対処方法 不適

13 試験に係る記録の取扱い及び管理・保存方法 不適

14 患者負担の内容 不適

15起 こりうる利害の衝突及び研究者等の関連組織 との関わ り 司 不適

16.個人情報保護の方法 不適

コメント欄 :

9.本申請では、二次登録時 (術中時)に無作為化されるので、無作為化の方法の

詳細な記述が必要であると判断 します。腹腔内投与の手技に関して、ポー ト挿入法、

腹腔内投与法の詳細については、事前に研修を開催 し、標準化された方法の徹底化

を図ることによつて、医療機関のばらつきを最小に努力することは本臨床試験を実

施することに対 して不可欠であると判断します。

10 本申請の評価項目は有効性として、 2年生存割合、無増悪生存期間、全生存

期間、安全性評価項目として有害事象発現割合になっております。プロトコル治療

後に開始される、S-1または、S-1+シ スプラチン併用治療は、腹膜転移巣の

遺残の有無 (RO/Rl vs R2)で 決定されます。腹膜転移巣遺残の有無は無作為化の因

子になつており、S-1,ま たは、S-1+シ スプラチン併用治療は両治療群に均

等に分布すると考えられますが、有効性、安全性を評価する際には、交互作用を十

分に検討する必要があると判断します。
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資料 2-2-3

11 本申請では、最初の 10例は認容試験 と判断され、全ての 10例はプロトコ

ル治療の腹腔内投与療法が施され、プロトコル治療法 (米国における卵巣癌の投与

用量、60mg)の適切性 (プロトコル治療の達成率、安全性等)が検討されます。試

験が継続された際には、登録終了後 1年 目の時点で中間解析が実施されますが、中

間解析の詳細な記載が必要であると判断します。

実施条件欄 :(修正すれば適としてよいものは、その内容を記載 ください。)

【総評】竹内

総合評価 国 条件付き適 継続審議 不適

予定症例数 60症例 予定試験期間 2年

実施条件 :(修正すれば適となる場合は、修正内容を記載 ください。)

コメン ト欄

本申請は、卵巣がんで用法・用量が標準化 されているパクリタキセルの腹腔内投与

療法の予後不良な胃癌症例に対する安全性 。有効性を検討するための無作為化第 2

相臨床試験での、プロ トコル治療群です。そのため、目的を達成するためには、プ

ロ トコル治療群の用量 +後治療の S-1+シ スプラチン併用療法の適切性を検討

するために定期的なモニタリングが本試験でのカギになると判断 します。
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参考資料 1

高度医療評価制度の概要

医学医療の高度化や これ らの医療技術を受けたい とい う患者のニーズ等に対応

するため、薬事法の承認等が得 られていない医薬品 。医療機器の使用を伴 う先進的

な医療技術を、一定の要件の下に、「高度医療」として認め、保険診療 と併用できる

こととし、薬事法上の承認申請等に繋がる科学的評価可能なデータ収集の迅速化を

図ることが目的

2 対象 となる医療技術

(1)薬事法上の承認又は認証を受けていない医薬品 。医療機器の使用を伴 う医療

技術

(2)薬事法上の承認又は認証を受けている医薬品 。医療機器の承認内容に含まれ

ない目的での使用 (い わゆる適応外使用)を伴 う医療技術

3 高度医療を実施する医療機関の体制に係る要件

(1)特定機能病院又は高度医療を実施するにあたり緊急時の対応、医療安全対策

に必要な体制等を有する医療機関

(2)臨床研究に関する倫理指針などに適合した研究実施体制

(3)使用する医薬品・医療機器に関し、適切な入手方法・管理体制 等

4 高度医療の技術内容に係る要件

(1)安 全性及び有効性の確保が期待できる科学的な根拠を有する医療技術

(国 内外の使用実績や有用性を示す文献等)

(2)臨 床研究に関する倫理指針などへの適合

(3)患 者及び家族への説明と同意等の倫理的な観点からの要件

(4)試 験記録の管理体制など科学的評価可能なデータ収集に係 る要件 等

5 申請手続き等

(1)医 政局長の主催する「高度医療評価会議Jに て評価

(2)医 政局研究開発振興課が窓口 (保険併用については、保険局医療課 と連携 )

6 高度医療を実施する医療機関の責務

(1)実績の公表及び報告

(2)重篤な有害事象・不具合等が起こった場合の対応、公表及び報告 等

7 実施後の評価等

実施状況の報告や試験計画の終了時等に確認・評価
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参考資料 2

高度医療に係る届出書等の記載要領

高度医療に係る届出書等の様式及び実績報告については、以下の留意点に従い記載する

こと。

1 開設者氏名

国立高度専門医療センター等が届出する場合であって、その内部で権限の委任が行われ

ているときは、「開設者氏名」欄に病院の管理者氏名を記載 しても差し支えないこと。

2.高度医療実施申請書 (高度医療申請様式第 1号 )

① 事務担当者のE‐ mailア ドレスについては、担当者が変更になった場合でも、連絡可

能なア ドレスを記載することが望ましい。

② 被験者等への同意については、説明方法、説明時期などインフォーム ドコンセント

の方法を記載すること。また、「注Jにある必須事項についてすべて記載 した同意文

書の雛形を添付すること。

③ 補償の有無については、高度医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のた

めの補償金、医療費、医療手当の支給の有無について明示すること。

④ 保険への加入の有無については、高度医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の

補償のための措置として、保険に加入 している場合には、「有Jと すること。

⑤ その他の措置については、高度医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償の

ための措置として講 じている保険への加入以外の措置の内容 (例 :健康被害に対する

医療の提供及びその他の物又はサービスの提供)を記載すること。

3 高度医療の実施診療科及び実施体制 (高度医療申請様式第 2号 )

(1)「 申請医療機関J、
「調整医療機関」及び 「協力医療機関」

①申請医療機関が、調整医療機関及び協力医療機関についても併せて記載 し、提出する

こと。

② 当直体制については、当直医師が所属する診療科名、当直医師の人数を記載するこ

と。

③ 医療安全対策については、医療安全責任者氏名、医療安全委員会の開催の頻度、開

催 日等を記載すること。

④ 協力医療機関が複数存在する場合において、協力医療機関の うち、申請医療機関と

他の協力医療機関の調整を行 う医療機関を選定する場合、「調整医療機関J欄に当該

医療機関の情報を記載すること。

⑤ 協力医療機関が多数の場合には、必要項目の一覧表を作成 し、添付すること。
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(2)倫理審査委員会の構成員及び承認年月 日

①  「申請医療機関」、「調整医療機関、「協力医療機関」すべてについて、「倫理審査委

員会の構成員及び承認年月日Jを記載すること。

② 倫理審査委員会の構成員について、「医学・医療の専門家等自然科学の有識者 J、
「

法律学の専門家等人文・社会科学の有識者」、「一般の立場を代表する者Jのいずれに

該当するかを明記するとと()に 、「外部委員」である場合には、その旨を記載するこ

と。また、男女の別についても記載すること。

③ 臨床研究の倫理指針において、倫理審査委員会の運営に関して定められた細則を遵

守していることを明記すること。

4 高度医療の実施計画 (高度医療申請様式第 3号 )

(1)使用する医薬品又は医療機器

① 医薬品又は医療機器の一般名、製品名、製造販売業者名及びその連絡先を記載する

こと。

② 複数の未承認又は適応外の医薬品 。医療機器を用いる場合は、製品毎に記載するこ      |
と。

③ 使用する医薬品又は医療機器の使用法等の情報についても記載すること。

(2-2)承認に関する情報

① 複数の未承認又は適応外の医薬品 。医療機器を用いる場合には、医薬品 。医療機器

ごとに記載すること。                                   |
② 薬事法 (Π召和 35年法律第 145号)第 14条第 1項に規定する承認又同法第 23条の

2第 1項 に規定する認証 (以 下 「承認又は認証Jと いう。)を受けていない医薬品又

は医療機器を使用する場合には、「未承認Jと 記載すること。また、薬事法上の承認

又は認証を受けて製造販売されている医薬品又は医療機器を、承認又は認証された事

項に含まれない用量、用法、適応等により、同一の又は外の効能、効果等を目的とし

て使用する場合には、「適応外」と記載すること。

③  「適応外使用」の場合には、「薬事承認 されている適応等Jについて、使用する医

療機器又は医薬品の薬事法承認番号、薬事法上の使用目的、効能及び効果を記載する

こと。

④ 使用する医薬品又は医療機器が薬事法において適応外使用に該当する場合は、当該

医薬品又は医療機器について適応拡大に伴 う薬事法一部変更申請の状況等について、      |
製造販売業者等に確認の上で記載すること。

⑤ FDA承 認、EMEA承認、CEマークの取得以外に、海外における承認等がある場     |
合には記載すること。また、欧米における保険適用の有無についても調査 し、記載す

ることが望ましい。

(3)適応症及び期待される効能 。効果

① 従来から同一の目的で実施されている治療法等がある場合には、当該治療法等の内

容を記載の上、従来の方法と比較して、当該技術の有効性に関して記載すること。
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② 申請医療機関等における実績について具体的なデータを簡潔に記載すること (例

○例中●例においては、△▲の結果であつた)。

③ 文献等において示された有効性を簡潔に記載すること。

④ 当該技術が検査の場合には、診断の結果がいかなる治療の選択につながるのかにつ

いて具体的に記載すること。

(4)予想される安全性情報

① 申請医療機関等において、当該技術を実施 した実績がある場合には、その際の有害

事象の発生状況について簡潔に記載すること。また、文献等において当該技術に係る

有害事象の報告がなされている場合には、その概要を記載すること。

② 適応外使用の医薬品又は医療機器については、適応症 として使用された際の有害事

象の発生状況について記載すること。

③ その他、使用する医薬品又は医療機器の特性から予想される安全性情報についても

記載すること。

(5)被験者の適格基準及び選定方法

① 選定基準及び除外基準を明確に記載すること。なお、被験者の基準が学会のガイ ド

ライン等により定められている場合には、記載すること。

② 候補から選定までの方法を記載すること。

(6)治療計画

① 当該医療技術の実施方法を具体的に記載すること。なお、本欄の記載のみでは内容

の把握が困難であると予想 されるような技術については、その方法を詳記し別途添付

すること。

(例)検査 … 検体内容、検体採取方法、検査方法、主な使用機器の使用方法 等

手術 … 術式、主な使用機器の使用方法 等

(7)有効性及び安全性の評価

① 収集する情報、有効性及び安全性の評価方法等を具体的に記載すること。また、既

存の治療方法との比較や、術前と術後の比較により、当該技術が有効であったと判断

する場合の判定方法を詳細に記載すること。

② 安全性を評価するために収集する有害事象を明確に記載すること。

(7-2)予 定の試験期間及び症例数

① 予定の試験期間及び症例数を設定 した根拠についても記載すること。

② 生物統計学的設定根拠をできる限 り記載すること。

(8)モニタリング体制及び実施方法

① 高度医療実施医療機関において、実施責任医師、高度医療を実施する医師等の高度
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医療に携わる者において、治療結果、有害事象の発生状況等に関する情報の共有等を

行 うための方法について記載すること。

② 多施設共同研究の場合には、高度医療実施医療機関間において、治療結果、有害事

象の発生状況等に関する情報の共有等を行 うための方法についてt)記載すること。

③ 高度医療実施医療機関において、試験計画の進捗状況を管理する体制及び実施方法

について記載することで,

④ 多施設共同研究の場合には、高度医療実施医療機関間において、試験計画の進捗状

況を管理する体制及び実施方法についても記載すること。

(9)被験者等に対して重大な事態が生じた場合の対処方法及び補償内容

① 補償の有無については、高度医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償のた

めの補償金、医療費、医療手当の支給の有無について明示すること。

② 保険への力日入の有無については、高度医療の実施に伴い被験者に生 じた健康被害の

補償のための措置として、保険に加入している場合には、「有」とすること。「有」と

した場合については、その内容についても記載すること。

③ その他の措置については、高度医療の実施に伴い被験者に生じた健康被害の補償の

ための措置 として講 じている保険への加入以外の措置の内容 (例 :健康被害に対する

医療の提供及びその他の物又はサービスの提供)を記載すること。

(10)試験に係る記録の取扱い及び管理・保存方法

① 診療情報の管理方法だけでなく、有効性、安全性の評価等を行 うための記録につい

て、保管場所、記録の入力・閲覧を行 う者の範囲等を明確に記載することぃ

② 記録を保管するコンピュータが、インターネットに接続されていない場合や、情報

にアクセスする際に lD及びパスワー ドの入力を必要とする場合には、その旨を記載

すること。

③ 協力医療機関において、内容がことなる場合には、協力医療機関における取扱い及

び管理・保管方法についても記載すること

④ 調整医療機関等が、一元的に試験に係る記録を管理・保管する場合には、具体的な

連携方法を記載すること。

⑤ 治験センター等の外部機関を活用する場合には、その旨を記載すること。

(11)患者負担について

① 高度医療に係る患者負担額を具体的に記載すること。

(12)起こりうる利害の衝突及び研究者等の関連組織との関わり

① 企業等に対して、人材派遣・会議手配・プロトコールの作成補助・データ形成等を

依頼する予定がある場合には記載すること。

② 開発中のものを含め、市場において競合することが想定される製品を「競合品目」

とし、競合品目を開発中又は製造販売中の企業を「競合企業Jとする。競合品目が存
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在する場合には理 由も添えて記載すること。

(13)個人情報保護の方法

① 匿名化を行 う時期、方法について、具体的に記載づ
~る

こと。

(14)試験計画の公表方法

①登録済の項 目があればID番号まで記載すること。

(15)文献情報

① 添付文献及びその他の参考となる文献の出典情報等を記載すること。

5 高度医療の内容 (概要)(高度医療申請様式第 5号 )

①  「内容」欄には、当該技術の内容を簡潔に記載 し、先進性、概要、効果、高度医療

に係る費用等について記載すること。

6.高度医療に要する費用 (高度医療申請様式第 6号 )

① 高度医療に関する費用については、典型的な症例について試算したものであり、あ

くまで参考額であることに留意 されたい。

② 典型的な症例について、原則として健康保険被保険者本人の場合 として記載するこ

と。ただし、やむを得ず他の場合として計算 した場合にはその旨を記載すること。

③ 添付する「保険外併用療養費分」の内訳は、診療報酬明細書の記載に準ずること。

フ.高度医療に係る費用の積算根拠 (高度医療申請様式第 7号 )

「機器使用料の内訳J欄の積算方法については以下のとお りである。

ア 機器使用料は使用機器の1回償去,費の積算により算出すること。

イ 残存価格購入価格の10分の 1

ウ 償却費 =購 入価格 ― 残存価格

工 年間償却費 =償却費 ÷ 耐用年数

オ 1回償却費 二 年間償却費 ÷ 年間使用回数

力 届出の時点で耐用年数をi邑 ぎた使用機器については、償却費は発生しないものと

して積算すること。

8 高度医療の実施科及び実施体制 (高度医療申請様式第 8-1号及び第 8-2号 )

① 当該技術の経験症例数については、当該技術が手術等である場合は、助手としての

経験症例数及び術者 としての経験症例数を記載すること。また、検査等については、

実施者としての経験症例数を、「術者 (実施者)と しての経験症例数J欄に記載する

こと。

② 経験症例数 とは、有効かつ安全に実施 した症例数であること。

③ 診療科別の常勤医師数については、各診療科の常勤医師数を記載すること。また、
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④ その他については、学会認定施設、当該技術を自施設内で全て実施すること等の要

件を記載すること。

9、 高度医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (高度医療申請

様式第 9号 )

① 届出を行 う保険医療機関において、当該技術を適切に実施するに当たり必要と考え

られる保険医療機関の要件について記載下さい。

②  「当該技術の経験症例数Jについては、当該技術が手術等である場合は、助手とし

ての経験症例数及び術者としての経験症例数を記載すること。また、検査等について

は、実施者 としての経験症例数を、「術者 (実施者)と しての経験症例数」欄に記載

すること。

③  「診療科」については、病理部門、臨床検査部、輸血部等の診療科に準ずる部門に

ついても必要に応 じて記載すること。

10 既評価技術に係る施設届出

高度医療施設届出書 (既評価技術)の届出においては、高度医療中請様式第 1号、第

2号、第 4号及び第 6号から第 9号並びに高度医療別添様式第 2号を使用することとな

るが、記載内容については上記 2、 3及び 6か ら9と lpl様であること。

11.高度医療に伴う副作用・合併症について (高度医療別添様式第 5号 )

当該技術の実施に伴い副作用、合併症の発生があった症例について、それぞれ記載する

こと。

12 高度医療に係る健康危険情報について (高度医療別添様式第 6号 )

① 当該技術に係る健康危険情報を把握 した場合に記載すること。

②  「情報に関する評価・コメン ト」については、以下のグレー ド分類において該当す
るものを記入の上、当該情報についてのコメントを記載すること。なお、国外の関係

機関とは、L界保健機関、米国食品医薬品庁、米国防疫センター等を指すものである。

ア グレー ドA情報 :重要情報
。本邦において何らかの健康への影響がある可能性があり、緊急性が高く、科学的

根拠が明確である場合
。本邦において何らかの健康への影響がある可能性があり、緊急性が高く、科学的

根拠は明確ではないが重大な健康問題になると予測される場合
。本邦において何 らかの健康への影響がある可能性があり、緊急性が高く、国外の

関係機関が重大な健康問題 として警告している場合

イ グレー ドB情報 :情報提供 。経過注視
。本邦において何 らかの健康への影響がある可能性があるが、緊急性が高くない場

合
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。本邦において健康への影響がある可能性は低いが、国外の関係機 関が重大な健康

問題 として警告 している場合
,本邦において健康への影響がある可能性は低いが、科学的根拠が明確である場合

ウ グレー ドC情報 :参考情報
。本邦において健康への影響がある可能性は低 く、科学的根拠も明確ではない場合

・既知の情報である場合

・国内対策が既に行われている場合

13.高 度医療実施申請書に係る添付文献の提出方法

(1)添付文献については、各論文の 1枚目に当該医療技術に関する文献情報に対応 し

た番号等をつけた見出しをつけること。

(2)書類は申請書 と添付書類をまとめて 1つに綴 じ、添付文献は別綴 とすること。

14 その他

(1)高度医療実施申請書、添付書類等の用紙は、 日本工業規格A列 4番 とすること。

(2)事前相談後、 6ヶ 月を経過 した場合は申請前に再度、事前相談を申し込むこと。

(3)同意文書において、患者相談等の対応 について、当該診療科だけでなく、医療相

談室や CRCな ども載せることが望ましい。
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参考資料 3

医政発第0331021号

平成21年 3月 31日

各都道府県知事 殿

高度医療に係る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について

高度医療評価制度に係る申請等の取扱いや実施上の留意事項については「高度医療に係

る申請等の取扱い及び実施上の留意事項について」 (平成20年 3月 31日 付け医政発第
0331022号厚生労働省医政局長通知)にて示しているところであるが、今般、高度医療評

価制度を運用 していく中で、高度医療評価会議等から寄せられた御意見をもとに、当該通

知の要件等を一部変更するとともに、不明僚な部分を明示し、当該通知について下記のと

おり全部の改正をするので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知方をよろしく、
お願いする。

併せて、「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の制定等に伴 う実施上の留意事

項、先進医療に係る届出等の取扱いについて」(平成20年 3月 31日 付け保医発第0331003号

厚生労働省保険局医療課長通知。以下、「先進医療通知」という。)における取扱いにも留

意するよう周知方をよろしくお願いする。

1 高度医療に係る基本的な考え方

(1)高度医療評価制度の趣旨

薬事法の承認等が得られていない医薬品 。医療機器の使用を伴う先進的な医療技術に

ついては、一般的な治療法ではないなどの理由から原則として保険との併用が認められ

ていないが、医学医療の高度化やこれらの医療技術を安全かつ低い負担で受けたいとい

う患者のニーズ等に対応するため、これらの医療技術のうち、一定の要件の下に行われ

るものについて、当該医療技術を「高度医療」として認め、先進医療の一類型として保

険診療と併用できることとし、薬事法による申請等に繋がる科学的評価可能なデータ収

集の迅速化を図ることを目的として倉J設 されたものが、高度医療評価制度である。

(2)高度医療の取扱い

高度医療評価制度においては、有効性及び安全性の確保の観 `点
から、制度の対象とな

る医療技術毎に実施医療機関の要件を設定し、当該要件に適合する医療機関において、

その医療機関に所属する医師の主導により適切に実施される医療技術について、高度医

療としてその実施を認め、本制度の対象とすることとする。

なお、高度医療に係る要件の適合性の評価・確認については、厚生労働省医政局長主

催の高度医療評価会議が行い、高度医療に係る申請等の手続については、本通知に定め

るところによるものとする。

(
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(3)用語の定義

① 多施設共同研究 :高度医療のうち、実施する医療機関が複数存在するものをいう。

② 高度医療実施医療機関 :申 請医療機関又は協力医療機関のいずれかに分類 される高

度医療を実施する医療機関をいう。

③ 申請医療機関 :高度医療に係る技術の申請を行 う医療機関をいう。

④ 協力医療機関 :多施設共同研究を行 う場合において、高度医療に係る協力を申請医

療機関に対 して行 う機関をいう。

⑤ 調整医療機関 :協力医療機関のうち、申請医療機関と他の協力医療機関の調整を行

う機関をい う。 (協力医療機関が複数存在する場合において、協力医療機関の うち 1

の医療機関を調整医療機関とすることができる。)

⑥ 実施責任医師 :所属する医療機関における高度医療の実施に関して責任を有する医

師をい う。

2 高度医療評価制度の対象となる医療技術

(1)薬事法 (昭和35年法律第145号)第 14条第 1項に規定する承認又は第23条 の 2第 1

項に規定する認証 (以下「承認又は認証」とい う。)を受けていない医薬品又は医療

機器の使用を伴 う医療技術

(2)薬事法上の承認又は認証を受けて製造販売されている医薬品又は医療機器を、承認

又は認証された事項に含まれない用量、用法、適応等により、同一の又は外の効能、

効果等を目的とした使用を伴 う医療技術

3 高度医療を実施する医療機関の要件

高度医療実施医療機関は、次の (1)か ら (4)ま での要件を満たす保険医療機関であ

ること。

(1)医療法 (昭和23年法律第205号)第 4条の 2に規定する特定機能病院又はその他高

度医療を実施するに当たり必要な次の①及び②の体制を有する医療機関であること。

なお、その具体的な内容については、高度医療評価会議において、医療技術ごとに要

件を設定する。

① 緊急時の対応が可能な体制を有すること。

② 医療安全対策に必要な体制を有すること。

(2)臨床研究に関する倫理指針 (平成20年厚生労働省告示第415号)に適合する実施体

制を有すること。また、ヒト幹細胞を用いる医療技術については、ヒト幹細胞を用い

る臨床研究に関する指針 (平成18年厚生労働省告示第425号)に適合する実施体制を

有するなど、医療技術に応 じた指針に適合する実施体制を有すること。

(3)高度医療として実施 される医療技術において使用する医薬品 。医療機器の管理体制、

入手方法等が適切であること。

(4)高度医療実施医療機関の開設者は、院内で行われる全ての高度医療について実施責

任医師、研究内容等を把握できる体制を確保すること。
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4 高度医療の技術に係る要件

次の (1)及び (2)の要件を満たす医療技術であること。なお、試験計画 (試験期間、

症例数、評価基準等に関する記載を含む。)については、過去の使用実績等における有効

性及び安全性に関する知見に応 じて、予定の試験期間及び症例数、モニタリング体制及び

実施方法等 を設定す ること。特に、症例報告のみで原著論文 としての公表がなされていな

い技術や過去の使用実績が乏しい技術等については、予定の試験期間及び症例数を限定す

るとともに、厳重なモニタリング体制を構築する必要があることに、留意 されたい。

(1)国 内外の使用実績や有用性を示す文献等の科学的な根拠に基づき、有効性及び安全

性の確保が期待できる医療技術であること。

(2)高度医療の試験計画が次の項 目をすべて網羅する内容であること。

① 臨床研究に関する倫理指針に適合 していること。また、ヒト幹細胞を用いる医療技

術については、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に適合していることなど、

医療技術に応 じた指針に適合していること。                        |
② 万が一不幸な転帰となった場合の責任 と補償の内容、治療の内容、合併症や副作用

の可能性及び費用等について、事前に患者やその家族に説明 し文書により同意を得る
こと。

③ 実施責任医師を明示すること。また、当該実施責任医師の下に、当該高度医療を実

施する医師が管理されていること。

④ 有効性及び安全性が客観的に確認でき、医療機関内の倫理審査委員会等において認
められた試験計画 (試験期間、症例数、評価基準等に関する記載を含む。)であるこ

と。

⑤ 試験記録の保管や管理が適切に行われ、データの信頼性が一定程度確保されている
こと。

⑥ 多施設共同″F究の場合は、協力医療機関の実施責任医師の氏名、所属科及び役職に
ついても明示されていること。

(3)なお、臨床データの信頼性確保においては、次の体制の確保に努められたい。

① データマネージメント体制が確保されていること。

② 多施設共同研究を行 う場合は、多施設共同研究としての実施可能なモニタリング体

制等が確保されていること。

5 高度医療に係る申請等

(1)申請

申請医療機関の開設者及び協力医療機関の開設者は、高度医療申請様式第 1号による     .
高度医療実施申請書 (以下、「申請書」という。)正本 1通 (添付書類及び添付文献を含

む。)及び副本 9通 (添付書類及び添付文献を含む。)を厚生労働省医政局長に提出する
こと。なお、申請に当たっては、厚生労働省医政局研究開発振興課に事前に相談するこ

ととし、別添の「高度医療に係る事前相談申込書」により申し込むこと。

(2)申請書の添付書類

申請医療機関の開設者は、次の書類を申請書に添付すること。また、協力医療機関の

開設者は、次の書類のうち、③、⑥、⑥、⑦及び⑩の書類を申請書に添付すること。

① 高度医療の実施診療科及び実施体市J(高度医療申請様式第 2号 )
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② 高度医療の実施計画 (高度医療申請様式第 3号 )

③ 宣誓書 (高度医療申請様式第 4号 )

④ 高度医療の内容 (概要)(高度医療申請様式第 5号 )

⑤ 高度医療に要する費用 (高度医療申請様式第 6号 )

⑥ 高度医療に係る費用の積算根拠 (高度医療申請様式第 7号)

⑦ 高度医療の実施科及び実施体制 (高度医療申請様式第 8-1号及び 8-2号 )

高度医療実施医療機関に特定機能病院以外の医療機関が含まれる場合に、当該書類

を添付すること。

③ 高度医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (高度医療申

請様式第 9号 )

高度医療実施医療機関に特定機能病院以外の医療機関が含まれる場合に、当該書類

を添付すること。

⑨ 同意文書 (患者及び家族への説明文書)及び同意書の雛形

⑩ 第 3項先進医療届出書 (新規技術)(高度医療別添様式第 1号)

(3)申請書の添付文献

申請書には、次の文献を添付すること。なお、添付する文献は、査読のある学術雑誌

であることを原貝」とする。また、②の文献について、添付が困難な場合には、その理由

を明示すること。

① 当該技術の内容を論述した論文  1本 以上

② 当該技術の有効性及び安全性を評価 した原著論文  1本 以上

なお、当該医療機関における実績に基づく論文又は報告書があれば併せて添付するこ

と。

(4)評価結果について

高度医療評価会議において高度医療として適当であると認められた技術については、

先進医療専門家会議に報告されるものであること。

また、高度医療評価会議における評価結果については、厚生労働省医政局長より、申

請医療機関の開設者に連絡するものであること。申請医療機関の開設者は、高度医療評

価会議における評価結果について協力医療機関に連絡すること。

(5)既存の高度医療に追カロで参カロを希望する協力医療機関の申請

既存の高度医療に追加で参加を希望する医療機関の開設者は、高度医療申請様式第 1

号による中請書正本 1通 (添付書類を含む。)及び副本 9通 (添付書類を含む。)を 申請

医療機関に提出すること。申請医療機関の開設者は、申請書等を厚生労働省医政局長に

提出し、高度医療の実施の可否について確認を受けること。その場合の添付書類は、下

記に掲げるものとする。

(既存の高度医療に新たに参加する医療機関の申請書の添付書類 )

① 高度医療の実施診療科及び実施体制 (高度医療申請様式第 2号 )

② 宣誓書 (高度医療申請様式第 4号 )

③ 高度医療に要する費用 (高度医療申請様式第 6号 )

④ 高度医療に係る費用の積算根拠 (高度医療申請様式第 7号 )

⑤ 高度医療の実施科及び実施体制 (高度医療中請様式第 8-1号及び 8-2号 )

特定機能病院以外の医療機関が高度医療を実施する場合についてのみ添付すること。

⑥ 高度医療を実施可能とする保険医療機関の要件 として考えられるもの (高度医療申
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請様式第 9号 )

当該申請の段階で高度医療実施医療機関が特定機能病院のみで構成 されてお り、追

加で参加を希望する医療機関が特定機能病院でない場合に、当該書類を添付すること。

⑦ 第 3項先進医療届出書 (既存技術)(高度医療別添様式第 2号 )

6 高度医療の取下げ

中請医療機関の開設者は、高度医療に係 る申請書を提出後、厚 生 労働 大 臣 が 定 め る

先 進 医 療 及 び 施 設 基 準 (平 成 20年厚 生 労 働 省 告 示 第 129号 。 以 下 「先 進 医 療

告 示 Jと い う。)が 当該 技 術 を第 3項 先 進 医療 と定 め た 日よ り前 に 、何 らかの

理由により高度医療に係る申請を取 り下げる場合には、高度医療取下様式第 1号により、

厚生労働省医政局長に申し出ること。

また、先進医療告示が当該技術を第 3項先進医療 と定めた 日以 降 に 、何 らかの理由に

より高度医療の取下げを行 う場合には、当該技術 を高度医療 として実施 しないこととなる

予定 日の60日 前までに、高度医療取下様式第 2号及び第 3号により、厚生労働省医政局長

に申し出ること。

7 高度医療の申請内容の変更に係る届出

協力医療機関の開設者は、既に実施 されている高度医療に係 る申請内容について変更が

生 じた場合には、申請医療機関に報告すること。 申請医療機関の開設者は、協力医療機関

の中請内容を含め、既に実施 されている高度医療に係 る申請内容に変更が生 じた場合には、

高度医療別添様式第 3号、第 4号及び申請内容の変更事項に関する添付文書等を、厚生労

働省医政局長に提出すること。

高度医療に係 る要件の適合性の評価・確認については、必要に応 じて、高度医療評価会

議を開催 し、同会議において評価を行 うこと。

8 高度医療に係 る公表、報告、立入り調査等

高度医療実施医療機関は、次に掲げる事項を実施すること。適切に実施 されていないこ

とが判明した場合には、高度医療の取消 しその他の措置を行 う。

(1)実績の公表

高度医療実施医療機関は、高度医療に係 る実施状況等について公表すること。なお、

公表の方法等については、厚生労働科学研究の募集要項 (計画の公表 )、 臨床研究に関

する倫理指金|に掲げる実績の公表の方法を準用すること。

(2)重篤な有害事象・不具合等が起こった場合の対応、公表及び報告

高度医療実施医療機関は高度医療の実施によ り、予期 しない重篤な有害事象や不具合

等が発生 した場合には、速やかに必要な対応 を行 うこと。また、倫理審査委員会等に報

告 し、その意見を聞き、院内での必要な対応 を行い、他の高度医療実施医療機関、当該

医療技術に関係する研究の実施を登録 している医療機関等への周知等を行 うこと。同時

に、これ らの対応状況・結果について速やかに公表するととt)に 、以下に掲げる報告を

行 うこと。

① 安全性報告

高度医療について、安全性の問題が生 じた場合は、高度医療別添様式第 5号により直

ちに厚生労働省医政局長に報告すること。 また、高度医療による副作用又は合併症 (以

下「副作用等」とい う。)に より、次のア又はイに掲げる症例 (ア又はイに掲げる症例に

該当の適否の判断に迷 う場合を含む。)が発生 したものについては、それぞれア又はイ
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に掲げる期 日までに地方厚生 (支)局長を経由して速やかに厚生労働大臣に報告す るこ

と。

ア)死に至る又はそのおそれのある症例については、発生 より7日 以内に届け出ること。

イ)次に掲げる症例 (ア に掲げるものを除 くc)であつて、当該症例の発生又は発生数、

発生頻度、発生条件等の発生傾向が従来の治療成績か ら予測できないものについては、

発生より15日 以内に届け出ること。

(ア )副作用等の治療のために別の入院又は入院期間の延長が必要 とされる症例 (た だ

し、副作用等の治療のために入院 したが、安静治療等により特段の対応を行 つてい

ない場合等は当該症例に該当するが、副作用等の検査を行 うための入院又は入院期

間の延長が行われた場合、副作用等が治癒又は軽快 しているものの経過観察のため

の入院が行われた場合等は、当該症例に該当しない。)

(イ )日 常生活に支障をきたす程度の機能不全を示す又はそのおそれのある症例

(ウ )(ア )又は (イ )に掲げる症例のほか、患者を危機 にさらすおそれがあるもの、

ア又は (ア)若 しくは (イ )に掲げる症例に至 らないよう診療が必要 となるもの等

の重篤な症例 (例 集中治療を要する症例等)

なお、代替可能な既に保険収載 されている治療法等において同様の日1作用・合併症

が発生することが明らかにされている場合にあつても報告すること。

② 健康危険情報に関する報告

高度医療実施医療機関は、国内外を問わず、 自ら実施す る高度医療に係 る国民の生命、

健康の安全に直接係わる危険情報 (以 下 「健康危険情報」 とい う。)の収集に努め、健

康危険情報を把握 した場合は、高度医療別添様式第 6号により直ちに厚生労働省医政局

長に報告すること。

なお、承認又は認証を受けて製造販売された医薬品又はEII療機器を使用する高度医療

において、医薬品又は医療機器の副作用、不具合等の事由によるものと疑われる場合に

は、薬事法第77条の 4の 2第 2項に留意 し、適切に対応す ること。

(3)立入 り調査

高度医療実施医療機関は、試験実施中のプロ トコール、症例記録の確認、臨床研究に

関す る倫理指針に規定する要件への適合状況の確認等のため、厚生労働省が事前の通告

なく行 う実地調査等に応 じること。

(4)高度医療に関する説明責任

高度医療に関係するすべての事項に関する説明責任は、高度医療実施医療機関にある

ものとし、医療機関の開設者は、適切に説明責任を果たせ るよう、予め、十分な検討 を

行い、必要な措置を講ずること。

9 医薬品及び医療機器の入手等

2(1)の 医療技術のために使用す る医薬品・医療機器の人手に関しては、以下のいず

れかの方法によることができる。

(1)当該高度医療の実施責任医師の指示の下での製造 (他者に直接依頼 して製造す る場

合を含む。なお、他者に依頼 して製造する場合、高度医療に係る使用に供するもので
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あることを添えて文書により製造する者に依頼するとともに、当該文書を保管するこ

と)。

(2)当 該高度医療の実施責任医師の指示による個人輸入 (「 医薬品等輸入監視要領」 (平

成17年 3月 31日 付け薬食発第0331003号厚生労働省医薬食品局長通知)に従って手続

きを行 うこと)

10 高度医療の実施状況の報告

中請医療機関の管理者は、以下の報告を行 うこと。

(1)定期報告

先進医療通知第 3の 8に よる定期報告を行 うこと。

(2)高度医療ごとの実績報告

高度医療評価会議において承認 され′た試験期間中に実績報告を求められた技術につい

ては、求め られた期間又は症例数に達 した場合、厚生労働省医政局長に報告すること。

(3)高度医療評価会議において承認 された試験期間又は症例数が終了 した際の報告

高度医療評価会議において承認 された試験期間又は症例数が終了 した場合、厚生労働

省医政局長に報告することで,

(4)薬事法に基づく申請等が行われた場合の報告

高度医療に係 る医薬品 。医療機器について、企業か ら、薬事法に基づく申請等が行わ

れた場合は、厚生労働省医政局長に報告すること。

(5)随時の報告

(1)か ら (4)ま でに掲げる報告の他、高度医療評価会議から報告を求められた場

合は、実施状況について報告すること。

11 高度医療の実施後の取扱

高度医療評価会議においては、高度医療実施医療機関か らの報告等に基づき、要件の適

合性、計画の実施状況、試験結果等について検討を行 う。 申請医療機関の開設者は、高度

医療評価会議における検討を踏まえ、当該試験結果等を踏まえた新たな試験計画に基づ く

高度医療に係 る申請、医薬品等の製造販売業者 との協力による 「適応外使用に係 る医療用

医薬品の取扱いについて」 (平成 11年 2月 1日 付研第 4号厚生労働省医政局研究開発振興

課長、医薬審第104号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)等の適用や治験への可能

性等について、厚生労働省医政局研究開発振興課に相談す ること。

なお、高度医療評価会議における検討の結果、当該高度医療の実施が不適当と判断 され

た場合、又は本通知 2に規定する高度医療評価制度の対象 となる医療技術に該当しないこ

ととなった場合には、当該高度医療を取 り消す ()の とし、理由を付 して厚生労働省医政局

長から、高度医療実施医療機関に対 し通知すること。

12 文書の送付

高度医療に係 る申請、申出、届出、報告等については、厚生労働省医政局研究開発振興

課に関係文書を送付すること。
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13 その他

高度医療の届出に当たっては、別添の 「高度医療に係る届出書等の記載要領」を参考 と

する。

14 適用期 日

この通知は、平成21年 4月 1日 から適用す る。

なお、本通知の適用の際現に申請医療機関の開設者又は協力医療機関の開設者が厚生労

働省医政局長に従前の取扱に基づ く申請書を提出 している場合は、当該申請に関する本通

知の手続は、なお従前の例による。
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(男1添 )

FAX:03-3503-0595

厚生労働省医政局研究開発振興課 高度医療担当宛

高度医療に係 る事前相談申込書

※ 事前相談の申し込みに当たっては、下記の書類を当方分 として 2部 ご準備 く

ださい。

(1)高度医療実施申請書 (案)及び添付書類一式

(2)技術の内容を解説 した資料 (図表など用いた解説書 )

医療機関名

担 当者 の所属及び

氏名

連絡先 TEL

FAX

e―mail

医療技術名

使 用 す る医薬 品又

は医療機器

(一般名、製品名、

企業名、使用方法、

未承認、適応外の内

容がわかるように記

載)

相談希望 日時

(原則、毎週火、木

曜日の午後)

第 1希望

第 2希望

第 3希望

月

月

月

日

日

日

時 ～

時 ～

時 ～

時

時

時

訪 問予 定者 の氏名

(使用す る医薬品・

機器の取扱企業担 当

者 1)同行 ください。)
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参考資料 4

国内外 ともに未承認の医薬品・医療機器を用いる医療技術を

評価する際の観点について

平成 21年 9月 30日

第 11回高度医療評価会議

高度医療評価会腱において、国内外ともに未承認の医薬品・医療機器を用いる医療技術の評

価の際には、原則として以下のすべての要件を満たされていることが必要であることとする。

I.国 内外 ともに未承認の医薬品 。医療機器 を用 いる新規技術 を評価す る際に

特 に必要 とす る要件

1 有効な代替医療技術のない疾患を対象としていること。

2 関係する法令又は指針(GCPもしくは該当する臨床研究指針等)の遵守のもとに行われた

数例以上の当該施設での臨床使用実績があること及びその 1症例ごとの十分な検討がなさ

れていること。

3 使用する試験薬・試験機器の品質を担保するため、試験薬・試験機器概要書(薬理毒性、

業物動態及び薬物代謝、非臨床試験成績並びに先行する臨床試験のデータ等を記載する

こと。)が提出されていること。

H.高 度 医療評価制度に申請 され るすべての医療技術 に求 め られ る要件 では

あるが、国内外 ともに未承認 の医薬品 。医療機器 を用い る新規技術 について

は特 に厳密 に考慮 され るべ き要件

4 高度医療技術の試験実施計画(プロトコール)が 、単なる未承認製品の試用にとどまらず、

当該臨床試験を実施した結果、被験製品の有効性及び安全性について治験に繋がる科学

的なエビデンスカヾ得られる設計となっていること、又は次に行われるべき治験の試験計画の

設定根拠となるエビデンスを作り出せる設計となつていること。

5 高度医療として行われる臨床研究は、治験を計画あるいは実施できない正当な理由を明

示した上で、医師又は歯科医師が主体となつて計画・実施されるものであること。

IH.国 内外 ともに未承認 の医薬 品 。医療機器 を用 いる新規技術 の採択後に求

め られ る要件

6 安全性・有効性が確立しておらず、その評価が不足した医療技術であることに鑑み、高度

医療評価会議が指定する期間毎に、試験結果 (安全性データ、中間解析による試験の継続

の可否等)を報告し、医療技術の実施を継続することの可否について高度医療評価会議の

判断を仰ぐこと。

7 高度医療技術の評価期間中(実施中)は、当該高度医療技術については、実施医療機関

(協力医療機関を含む。)においては、高度医療評価会議で承認された試験実施計画のみに

基づき実施すること。 ただし、当該医療技術を用いた当該疾患以外の疾患を対象に行う臨

床試験を制限するものではない。
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前回の高度医療評価会議で指摘された論点の整理について

1 論点

○ 薬事法上、医薬品の承認申請のデータは GCP基準に適合する治験 (製

造販売承認申請のために実施される臨床試験)により収集される必要

がある。

※GCP基準 : 臨床試験のデータの信頼性等を確保するための国際的な基準。

○ 高度医療評価制度のもと行われる臨床研究のデータ (GCP非適合)に

ついても、薬事承認のデータとして、活用できないか。

2 高度医療評価制度のデータの位置づ |

○ 薬事承認の根拠となる治験については、GCP基準を適合することは必須。

○ 治験に先立つて実施される高度医療のデータについては、必ずしもGCP

基準に適合しなくても、高度医療のデータを治験の計画根拠に使用する

ことは、現在でも可能である。

(注)未承認医薬品の薬事承認までの流れ (一例)

○ その際に、適宜、医政局研究開発振興課、医薬食品局審査管理課、医

薬品医療機器総合機構 (PMDA)と 連携し、支援を受けることについても

可能である。


